
就業マッチング支援事業委託業務 仕様書 

 

１ 委託業務名 

就業マッチング支援事業委託業務 

 

２ 目的 

  仕事と家庭の両立など多様なニーズに応じた柔軟な働き方を実現するため、求職者の希望す

る働き方に合った仕事が選択できる機会を提供し、丁寧なマッチングを行うことで確実な就

業・定着を図る。 

 

３ 業務概要 

（１）業務内容 

ア 就職アドバイザー（キャリアコンサルタント等）（以下「アドバイザー」という。）によ

る求職者への支援の実施 

イ 適職診断会・求職者向け就業支援セミナーの開催 

ウ 交流会の開催 

エ マッチングイベント（合同企業説明会）の開催 

オ 就業応援サイト掲載企業取材 

カ 広報 

キ 効果測定及び実績報告書作成 

（２）履行期間 

契約締結日から令和９年３月１５日まで 

 

４ 実施方法 

（１）アドバイザーによる求職者への支援の実施求職者（再就職を目指す女性等）から就業に関

する相談を受け、多様な職種を紹介し、ニーズにあった企業への就労ができるよう丁寧な

サポートを行うアドバイザーを配置する。 

ア アドバイザーの業務 

（ア）事業期間における適職診断の実施 

求職者からの適職診断の要望に対応する体制を整え、相談方法としてメールや面談な

ど柔軟に選択できるようにする。 

また、相談者に対し、下記について定期的に女性の就業に必要な以下の情報提供等を

行い、就業意識の維持、向上を図る。 

a マッチングイベント(合同企業説明会)参加企業の紹介 

b 育児休業や子育て、介護支援等に関する各種制度の説明 

c 保育や母子保健などに関する情報や窓口の紹介 

d その他就業に必要な情報 

（イ）適職診断会で、求職者の希望の聞き取りや、アドバイス等を行い、マッチングイベン



トや職業訓練等への誘導等、再就職にむけた支援を行う。 

（ウ）マッチングイベント(合同企業説明会)への参加を希望する求職者の希望を事前に聞き

取り、当日の相談対応や企業ブースへの積極的な誘導等を行う。 

なお、参加者に丁寧に対応できるよう、参加者６名程度に対し、アドバイザー１名以

上を配置すること。 

イ アドバイザーの選定 

下記のいずれかに該当するものから、業務に適切に対応できるものを選定すること。 

  （ア）キャリアカウンセラー、キャリアコンサルタントなどの有資格者 

  （イ）キャリアアドバイザーなど、働き方や業務など仕事に関するアドバイスができる者 

  （ウ）その他、県と協議し、適切と認められる者 

  ウ その他 

アドバイザーの活動内容については、その実績を記録し、委託業務完了時に報告する。 

 

（２）適職診断会・求職者向け就業支援セミナーの開催 

マッチングイベント開催前に対面形式で適職診断会・ビジネスマナー等を学ぶ求職者向け

就業支援セミナーを開催し、求職者に対し、再就職に向けた支援を行う。 

  ア 開催方法及び回数等 

    県内の会場でマッチングイベント１回目の開催前に１回開催すること。 

  イ 開催日時は、マッチングイベントの１回目までの間で求職者が参加しやすい効果的な時

間を設定し、県と協議のうえ決定すること。 

 ウ 講師の選定 

講師の選定にあたっては、過去同様のセミナーを担当したことがある者、就職活動につ

いて知見がある者を選定し、県と協議のうえ決定すること。 

  エ 内容 

セミナーでは多様な働き方の紹介やビジネスマナーを学べる内容とする。また、配置し

た支援員を活用し、相談対応をするなど、就労に向けた不安や緊張を和らげ、就労への高

い意識を持って、マッチングイベント（合同企業説明会）に臨んでもらう場とすること。 

オ 参加料 

参加料は無料とすること。 

カ その他 

（ア）セミナー講師、会場及び必要な機材等の手配は、受託者が行うこと。 

（イ）当日使用する資料については、受託者が作成し、参加者に配布すること。また、開催

日前までに電子媒体を県へ提出すること。 

 

 

（３）女性社員等との交流会の開催 

   マッチングイベントと同日に、出展企業で働く女性社員等と参加者の交流会を開催する。 

 



（４）マッチングイベント（合同企業説明会）の開催 

求職者と柔軟な働き方ができる環境を整えている県内企業とのマッチングイベント（合同

企業説明会）を開催し、お互いの理解を深め就労の機会を図る。 

ア 参加者及び出展企業の募集、決定 

（ア）受託者は、参加者及び出展企業の募集に係る広報や募集受付を行うこと。 

   適職診断会の広報もあわせて行うこと。 

（イ）参加対象者は、柔軟な働き方ができる企業への再就職を考える方や、現在就職活動

中の方。 

（ウ）出展企業は、短時間勤務制度など働きやすい多様で柔軟な職場環境を整えている企

業とし、幅広い業種から選定し、県と協議のうえ決定すること。 

（エ）参加者は１回あたり求職者４０名、参加企業は３０社を目安とするが上限を定める

ものではない。 

イ 開催方法及び回数等 

(ア) 県内の会場で１回開催することとし、インターネットを活用したオンライン形式での

参加も可能とすること。また、参加にあたってアプリやツールのインストールが必要と

なる場合は、参加手順書を作成し、開催日の３日前までに参加者へ通知を行うこと。 

（イ）開催日時は、令和９年１月末までで、求職者が参加しやすい効果的な時間を設定し、

県と協議のうえ決定すること。 

ウ 参加者対応 

（ア）出展企業の情報については、各マッチングイベント（合同企業説明会）開催日の１０

日前までにＨＰ等を通じて、事前に参加者に周知すること。 

（イ）参加者向けのマッチングイベント（合同企業説明会）次第、参加時のルール、出展会

社概要をまとめた資料を作成し、各マッチングイベント（合同企業説明会）開催日の３

日前までに参加者へ送付すること。 

（ウ）各マッチングイベント（合同企業説明会）当日は、出展企業情報が参加者にわかるよ

う、別途企業情報をまとめたものを掲載または配布すること。 

（エ）子育て等の事情により、急遽参加ができなくなった参加者に対しては、就労へつなが

るように後日開催予定のマッチングイベント（合同企業説明会）などを紹介し、フォロ

ーアップを行うこと。 

（オ）その他、キャリアコンサルタントの配置等については、４（１）ア（ウ）のとおりと

する。 

 

エ 出展企業対応 

（ア）出展企業に、商品の売買やマッチングイベントと関係ない事項のＰＲ等の営業活動は

行わせないこと。 

（イ）イベント終了後、参加者から職場体験の申込などがなかった出展企業については、参

加者アンケート結果を共有するなどしてフォローを行い、今後のマッチングにつながる

支援をすること。 



オ 参加料 

参加者及び参加企業から参加費は徴しない。 

カ 託児付きとすること。（無料） 

キ その他 

（ア）会場及び必要な機材等の手配は、受託者が行うこと。 

  （イ）参加者及び出展企業に提供する資料や、当日使用する資料については、開催日前まで

に電子媒体を県へ提出すること。 

 

（５）就業応援サイト掲載企業取材 

大分県が運営する就業応援サイトに掲載する企業の取材を行う。 

ア 取材先の募集・選定 

（ア）受託者は、働きやすい制度、環境を整備し、実際に制度を利用しているまたは利用し

た従業員が在籍する企業から取材対象企業を選定、提案し、県と協議のうえ決定するこ

と。 

（イ）企業選定にあたっては、ホームページ掲載後の記事の削除や修正等については原則受

け付けない旨を説明し、十分な意思確認を行うこと。 

イ 内容 

（ア）企業の取材、写真撮影を行い、取材原稿を作成する。 

（イ）１社あたりの取材原稿、写真の納品は以下の様式とすること。 

・取材原稿データ1,500字から2,000字程度 

（Word形式・フォントMS明朝・フォントサイズ10.5） 

・写真データ４，５枚程度 

（jpg形式） 

ウ 取材先企業は１２社とし、定期的に県ホームページに記事を掲載するため、月に２社程

度計画的に納品すること。なお、最終納品期日は令和９年２月２８日とする。 

エ 成果物の著作権は大分県に帰属し、県のホームページ等への掲載についても許諾するこ

と。 

 

（６）広報 

   本事業における開催告知や募集案内等の広報にあたっては、サイトやチラシ等を作成する

ことやSNS等を活用したデジタル広告ほか、受託者の工夫により効果的に実施すること。 

 

（７）効果測定及び実績報告書の作成 

ア 効果測定のため、各イベント参加者、参加企業へのアンケート及び就業状況等を実施す

ること。 

イ アンケート調査及び就業調査については、各イベント参加者、参加企業に予め周知し、

協力について承諾を得ておくこと。 

ウ 実施内容、会場写真、アンケート調査及び就業調査等をまとめた報告書を作成し、県に



提出すること。 

 

５ その他業務実施上の条件 

（１）関係法令の遵守 
   受託者は、関係法令を遵守すること。 

（２）守秘義務 
   受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益

のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（３）業務の再委託 
受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせては

ならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により県の承認を得たときは

この限りでない。なお、「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法

の決定、技術的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置づけられる業務をいう

ものとする。 
（４）本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合は、県と十分協議すること。 

（５）その他、本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議のうえ決定すること。 


